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１．研究計画の概要 
(1) 目 的 
 著作権法におけるいわゆる「間接侵害」と
は次のような問題である。すなわち、著作権
の侵害を行う者がいる場合、この者に対する
差止請求は当然に認められるが、このような
者とは別に、侵害の手段を提供するなど何ら
かの形で侵害行為に関与する者がいる場合、
この者がどのような責任を負うかという問
題である。この問題をめぐる議論はますます
盛り上がっているが、解釈論も立法論も一向
に収束を見ていない。また、先行研究におい
ては、差止請求の一般的理論や民法上の物権
的請求権をめぐる議論および外国法に関し
て十分な蓄積があるとはいえない。そこで、
本研究は、知的財産法全体における「間接侵
害」について総合的な研究を行うことを目的
とするものである。 
(2) 内 容 
① わが国における議論の再整理 
 本件課題をめぐって、裁判例および学説に
おいて示されてきた考え方は実に多様であ
る。そこで、本研究では、まず従来の議論を
再整理し、その問題点をより一層明らかにす
る。 
② 民法上の物権的請求権の研究 
 間接侵害に対する差止請求に関しては、民
法上の物権的請求権ないし差止請求権の理
論的根拠が密接に関わることはいうまでも
ないが、従来の知的財産法学においては、こ
の点に関する総合的な研究が十分でなかっ
た。そこで、本研究では、民法上の物権的請
求権をめぐる議論を分析する。 
③ 外国法の研究 
 間接侵害の問題は、諸外国においても同様

に生じている。そこで、本研究では、とりわ
け議論の蓄積が豊富なドイツ法を中心とし
て外国法を総合的に検討する。 
④ 知的財産法全体における間接侵害の総合
的研究 
 本研究は、間接侵害の中でも主として著作
権法における間接侵害に焦点が当てるもの
であるが、同法における解釈論・立法論を検
討する際には、他の知的財産法における間接
侵害規定およびこれをめぐる議論が重要で
ある。そこで、本研究では、著作権法以外の
知的財産法全体（とりわけ特許法、商標法）
における間接侵害規定を網羅的に検討する。 
 
 
２．研究の進捗状況 
 (1) 学術研究の進捗 
 本件研究は、当初の予定にしたがって順調
に進められていることはもちろんのこと、当
初予定を超えた内容の研究が実現できつつ
ある。 
 具体的には、上記研究内容で示した点、す
なわち、わが国における議論の再整理、民法
上の物権的請求権の研究はもちろんのこと、
ドイツ法を中心とする外国法の研究に関し
ては、研究代表者（上野）が平成２１年９月
よりドイツ国ミュンヘンに所在するマック
ス・プランク知的財産法・競争法・租税法研
究所に留学しており、そこで当初予想した以
上の豊富な議論の蓄積に直接触れることが
できたため、本件課題の研究は当初の予定以
上に進捗しているということができる。 
 また、本件課題をめぐるわが国の議論は国
際的にも注目を集めているところ、本件研究
の過程に際して、すでに一定の研究成果を日



本語のみならず英語においても発表するこ
とができており、この点も当初の予定を上回
る成果として指摘しておきたい。 
(2) 立法政策参画による研究の深化 
 また、以上のような学術的な研究にともな
い、研究代表者（上野）は、文化庁、経済産
業省、知的財産戦略本部等における立法的な
検討に委員として参画してきた。これは、一
方で社会貢献を果たすものであると同時に、
こうした場における実践的かつ最先端の議
論を通じて、本件課題の多面的でバランスの
とれた研究を深化することが可能になった
ものと考える。この点も本件研究の具体的な
進捗をあらわすものとして強調しておきた
い。 
 
３．現在までの達成度 
① 当初の計画以上に進展している。 
 上述のように、本件研究は、当初の予定に
したがって進行しているだけでなく、ドイツ
留学にともなう外国法研究の充実、外国語に
よる成果発表、立法政策参画による研究の深
化等といった点において、当初予定した以上
の成果を上げつつあるといえる。 
 
 
４．今後の研究の推進方策 
 今後の推進方策としては、本件研究の十全
たる実施はもちろんのこと、留学にともなう
研究環境など、当初予定にはなかった利点を
最大限に生かすことによって、本件研究のさ
らなる充実に努めたい。具体的にいうと、そ
こでは、外国人研究者との間でリアルタイム
に繰り広げられる議論により積極的に参加
することによって、国際的かつインタラクテ
ィヴな議論を通じた研究の深化をはかるこ
と等を試みたい。 
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